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議案第３５号  

専決処分の承認を求めることについて（１２）  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、羽生市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、

その承認を求める。  

  令和２年６月３日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明  
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（別  紙）  

   専  決  処  分  書  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、羽生市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を専

決処分する。  

  令和２年４月３０日  

            埼玉県羽生市長  河  田  晃  明  
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羽生市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例  

羽生市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第７号）の一

部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（延滞金）  （延滞金）  

第５条  被保険者及び連帯納付義務

者は 、納期限 後にその 保険料を 納

付す る場合に おいては 、当該納 付

金額 にその納 期限の翌 日から納 付

の日 までの期 間に応じ 、当該金 額

につ き年１４ ．６パー セント（ 当

該納 期限の翌 日から ３ か月を経 過

する 日までの 期間につ いては、 年

７． ３パーセ ント）の 割合をも っ

て計 算した金 額に相当 する延滞 金

額を 加算して 納付しな ければな ら

ない。  

第５条  被保険者及び連帯納付義務

者は 、納期限 後にその 保険料を 納

付す る場合に おいては 、当該納 付

金額 に、その 納期限の 翌日から 納

付の 日までの 期間に応 じ、当該 金

額 に つ き 年 １ ４ ． ６ パ ー セ ン ト

（当 該納期限 の翌日か ら ３月を 経

過す る日まで の期間に ついて は 、

年７ ．３パー セント） の割合を も

って 計算した 金額に相 当する延 滞

金額 を加算し て納付し なければ な

らない。  

２  前項に規定する年当たりの割合

は、 うるう年 の日を含 む期間に つ

いて も、３６ ５日当た りの割合 と

する。  

２  前項に規定する年当たりの割合

は、 閏年の日 を含む期 間につい て

も 、 ３ ６ ５ 日 当 た り の 割 合 と す

る。  

３  前２項の延滞金額の計算は、当

該納 付金額が ２，００ ０円未満 で

ある ときはそ の全額を 、当該納 付

金 額 が ２ ， ０ ０ ０ 円 以 上 で 、 か

つ、 その額に １，００ ０円未満 の

端数 があると きはその 端数を切 り

捨て た金額を 納付金額 として計 算

３  前２項の延滞金額の計算は、当

該納 付金額が ２，００ ０円未満 で

ある ときはそ の全額を 、当該納 付

金 額 が ２ ， ０ ０ ０ 円 以 上 で 、 か

つ、 その額に １，００ ０円未満 の

端数 があると きはその 端数金額 を

切り 捨てた も のを納付 金額とし て
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するものとする。  計算するものとする。  

４  前３項の規定により計算した延

滞金 額が１， ０００円 未満であ る

とき はその全 額を、当 該延滞金 額

が１ ，０００ 円以上で 、かつ、 そ

の額 に１００ 円未満の 端数があ る

とき はその 端 数を切り 捨てた 金 額

を 当 該 延 滞 金 額 の 確 定 金 額 と す

る。  

４  前３項の規定により計算した延

滞金 額が１ ， ０００円 未満であ る

とき はその全 額を、当 該延滞金 額

が１ ，０００ 円以上で 、かつ、 そ

の額 に１００ 円未満の 端数があ る

とき はその 端 数金額 を 切り捨て た

もの を当該延 滞金額の 確定金額 と

する。  

（保険料徴収に係る事務）  （保険料徴収に係る事務）  

第６条  保険料の徴収並びに高齢者

の 医療の 確保に 関す る法律 施行令

（ 平成１ ９年政 令第 ３１８ 号）第

２ 条並び に高齢 者の 医療の 確保に

関 する法 律施行 規則 （平成 １９年

厚 生労働 省令第 １２ ９号） 第６条

及 び 第 ７ 条 に 規 定 す る 事 務 の ほ

か 、埼玉 県広域 連合 条例に 規定さ

れ た事項 に付随 する 次に掲 げる事

務は、市が行うものとする。  

第６条  保険料の徴収並びに高齢者

の 医療の 確保に 関す る法律 施行令

（ 平成１ ９年政 令第 ３１８ 号）第

２ 条並び に高齢 者の 医療の 確保に

関 する法 律施行 規則 （平成 １９年

厚 生労働 省令第 １２ ９号） 第６条

及 び 第 ７ 条 に 規 定 す る 事 務 の ほ

か 、埼玉 県広域 連合 条例に 規定さ

れ た事項 に付随 する 次に掲 げる事

務は、市が行うものとする。  

（１）～（７）  （略）  （１）～（７）  （略）  

（ ８）  埼玉県 広域 連合条 例附則

第 ５ 条 の 傷 病 手 当 金 の 支 給 に 係

る申請書の提出の受付  

 

（９）  （略）  （８）  （略）  

  

附  則  

この条例は、令和２年５月１日から施行する。  


